
令
和
元
年
六
月
四
日
提
出

質
問
第
二
〇
四
号

象
牙
の
違
法
輸
出
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

早

稲

田

夕

季
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象
牙
の
違
法
輸
出
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
（
以
下
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
）
」
の
下
、
象
牙
の

国
際
取
引
は
一
九
九
〇
年
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
六
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
第
十
七
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
決

議
一
〇
・
一
〇
が
改
正
さ
れ
、
「
密
猟
ま
た
は
違
法
取
引
に
つ
な
が
る
国
内
市
場
の
閉
鎖
を
求
め
る
」
勧
告
が
な
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
、
国
内
の
象
牙
取
引
の
規
制
を
強
化
す
る
国
が
増
え
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。

一

日
本
は
二
〇
一
八
年
十
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
第
七
十
回
常
設
委
員
会
に
お
い
て
、
決
議
一
〇
・
一
〇
の
履
行
状
況
に
関

し
て
報
告
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
意
見
聴
取
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理

由
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
基
づ
く
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
（
ゾ
ウ
取
引
情
報
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
六
年
の
六

年
間
で
、
日
本
か
ら
輸
出
さ
れ
た
象
牙
の
う
ち
、
中
国
当
局
が
押
収
（seizure

）
し
た
量
が
二
・
一
五
ト
ン
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
決
議
一
〇
・
一
〇
のR

egarding
trade

in
elephant

specim
ens

の
�
�
に
あ
るpoaching

or

illegaltrade

の
う
ち
の
後
者
、illegaltrade

つ
ま
り
「
違
法
取
引
」
に
あ
た
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ

一



き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

象
牙
の
違
法
輸
出
事
例
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
利
用
さ
れ
て
い
る
実
態
が
報
道
さ
れ
る
中
、
楽

天
株
式
会
社
や
株
式
会
社
メ
ル
カ
リ
は
、
自
主
的
に
自
社
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
の
象
牙
の
取
引
を
禁
じ
る
措
置
を
取
っ

て
い
る
が
、
対
応
の
遅
れ
て
い
る
企
業
も
あ
る
。
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
は
、
愛
玩
動
物
の
販
売

を
登
録
事
業
者
に
限
定
し
対
面
販
売
を
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
国
際
取
引
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
象
牙
に
つ
い
て

も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
匿
名
の
個
人
に
よ
る
取
引
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
な
措
置
を
国
と
し
て
検
討
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


